
特殊車両・過積載車両の合同取締り結果

特殊車両の違法運行や過積載車両による、道路・橋梁の損傷や事故を未然に

防止することを目的に、長岡国道事務所と南魚沼警察署による合同取締りを実

施しました。

令和８年６月１８日

本紙の投込みを以て解禁

道路を安全に利用していただくにはルールを守り、整備された車両による適切な
運行を心がけなければなりません。

今後も引き続き、道路利用者に対して規制を周知するとともに・理解していただ
けるよう呼び掛けてまいります。
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取締り日時：令和８年６月１７日（水） １４時～１６時

取締り場所及び結果

・国道１７号 塩沢除雪ステーション（南魚沼市大字関字大塚地先）
取締り実施台数：２台 うち違反指導：１台

＜違反指導の内訳＞
道路法に基づく特殊車両の取締り
・許可証不携帯（警告） ：１台

道路交通法に基づく重量の取締り
・過積載:  ０台

取締り実施結果

しおざわ せき おおつか

長岡市記者会
長岡地域記者会
魚沼記者会
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ふるさとの ぬくもり伝える 道づくり

国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所

〒940-8512 新潟県長岡市中沢４丁目４３０－１

ﾊﾟｿｺﾝ,ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ https://www.hrr.mlit.go.jp/chokoku/ 
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Ｘ(エックス)事務所HP

お問い合せ先 ：

【特殊車両の通行許可に関することについて】

国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所

管理第一課長 平塚 洋一郎 [電 話] ０２５８－３６－４５５２（内線４３１）

【過積載に関することについて】

新潟県 南魚沼警察署

交通課長 近藤 芳靖 [電 話]  ０２５－７７０－０１１０

ひらつか よういちろう

こんどう よしやす



【取締り実施状況】

車両の寸法を計測しています。 車両の寸法を計測しています。

特殊車両通行許可証提出を求めています。 車両の重量を計測しています。

下表の限度を「１つでも」超える車両は「特殊車両通行許可」又は「通行確認」が必要です

【注意】
・車両の大きさや重さに関する制限は道路法のほかにも
「道路車両運送法」、「道路交通法」でも定めがあります。

・自動車検査証に記載の車両総重量等の範囲内であって
も、左表の限度を「１つでも」超える車両は「特集車両通行
許可」又は「通行確認」が必要です。


